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 議案第 16 号 令和４年度教職員（管理職）の人事異動の内申について 

  

報告事項 

（教育部の報告） 

・令和４年度（令和３年度事業）点検評価について 

・普天間小学校校舎改築工事の進捗状況について 

（指導部の報告） 

特になし 
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○知念春美 教育長 皆様おはようございます。本日の出席委員は４名で、定足

数を達しております。ただ今から、令和４年 第２回 宜野湾市教育委員会定例会

を開会いたします。本委員会で審議します案件は、４件となっております。本日の

会議録署名人は、知念教育委員を指名したいと思います。よろしくお願いいたしま

す。なお、前回の会議録につきましては、準備中のため、次回以降にご承認いただ

きたいと存じます。それでは、教育長諸般の報告を行います。緑色の報告資料１頁

をご覧ください。 

 

教育長諸般の報告（ 令和４年１月 25 日（火）～令和４年２月 21 日（月） ） 

○知念春美 教育長 １月 25 日（火）、はごろも教育ネット推進会議についてオン

ライン開催でございましたが、参加しております。27 日（木）、宜野湾市新型コロ

ナウィルス感染症対策本部会議に出席しております。２月１日（火）、校長最終面談

を、２月２日（水）と２月４日（金）、３回にわたって 13 名の校長先生方の面談を

いたしました。二つ目ですが、第 442 回宜野湾市議会定例会、市長及び副市長調整

会議に臨んでおります。２月２日（水）、普天間小学校校舎改築工事の現場視察でご

ざいます。概要についてはのちほど教育部長より報告があります。３日（木）、宜野

湾市制施行 60 周年記念事業実施本部の会議に出席です。それから市の教頭会も同

日行っております。４日（金）、第７回行財政改革推進本部会議に出席。同日臨時庁

議にも出席しております。７日（月）、第 442 回宜野湾市議会定例会第 1 回与党議案

調整会議に出席。10 日（木）、第 44 回中頭地区学力向上実践推進大会はオンライン

で参加いたしました。16 日（水）、定例校長会を行いました。17 日（木）、第 442 回

宜野湾市議会定例会議案説明会に参加しております。それから 18 日（金）、臨時校

長会を開きました。同日、中頭地区定例教育長会および第３回中頭地区学力向上推

進委員会に出席いたしました。そして本日 21 日（月）、第２回定例教育委員会会議

となっております。午後は特別支援委員会の答申を受けることになっております。

以上が教育長諸般の報告といたします。休憩します。 

 

○知念春美 教育長 再開いたします。日程１「議案第 13 号 議会の議決を経るべ

き事件の議案に対する意見の申出について 令和３年度宜野湾市一般会計補正予算

（第 12 号）」を議題といたします。本件は３月市議会定例会に上程する議案に関す

る事項であるため、宜野湾市教育委員会会議規則第５条に基づき、審議を非公開と

させていただきたいと思いますが、審議を非公開とすることにご異議ございません
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か。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 異議なしということですので、日程１議案第 13 号は、非公開

といたします。 

○知念春美 教育長 それでは、本件に対する事務局の説明を求めます。教育部長。 

 

〈 非公開 〉 

 

○知念春美 教育長 本件に対する質疑を許します。質疑のある方は挙手をお願い

します。よろしいでしょうか。質疑はないようですので、質疑を終わりたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 ご異議ありませんので、質疑はこれにて終了いたします。こ

れより、「議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の申出について 令和３

年度宜野湾市一般会計補正予算（第 12 号）」を採決いたします。本件は原案の通り

承認することにご異議ありませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 ご異議ありませんので、本件は原案の通り承認されまし

た。これにて日程 1 議案第 13 号を終了いたします。 

 

○知念春美 教育長 続きまして、日程２「議案第 14 号 議会の議決を経るべき

事件の議案に対する意見の申出について 令和４年度宜野湾市一般会計予算」を議

題といたします。本件は３月市議会定例会に上程する議案に関する事項であるた

め、宜野湾市教育委員会会議規則第５条に基づき、審議を非公開とさせていただき

たいと思いますが、審議を非公開とすることにご異議ございませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 異議なしということですので、日程２議案第 14 号は非公開

といたします。 

○知念春美 教育長 それでは本件に対する事務局の説明を求めます。教育部

長。 

 

〈 非公開 〉 
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○知念春美 教育長 他にございますでしょうか。それでは質疑も尽きたようで

すので、質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 ご異議ありませんので、質疑はこれにて終了いたします。

これより「議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の申出について 令和４

年度宜野湾市一般会計予算」を採決いたします。本件は原案の通り承認することに

ご異議ありませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 ご異議ありませんので、本件は原案の通り承認されました。

これにて日程２議案第 14 号を終了いたします。休憩します。 

 

○知念春美 教育長 再開します。続きまして、日程３「議案第 15 号 宜野湾市民

会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則について」を議題

といたします。本件に対する担当者の趣旨説明を求めます。教育部長。 

○嘉手納貴子 教育部長 それでは議案書の 92 頁をお願いいたします。議案第 15

号 宜野湾市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則に

ついて 宜野湾市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を次のように

改正したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第

162 号）第 25 条第２項第２号の規定により、教育委員会の議決を求める。令和４

年２月 21 日提出 宜野湾市教育委員会 教育長 知念春美。提案理由でございま

す。宜野湾市使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき、宜野湾市民会館

附属設備や使用料等の見直しを行った結果、当該規則の一部を改正する必要がある

ためでございます。それでは改正内容につきましては、別冊の黄色い表紙「新旧対

照表」でご説明申し上げます。ご準備をよろしくお願いします。１頁をお開きくだ

さい。新旧対照表は左側が現行で、右側が改正（案）になっております。まず第

13 条第６号及び第 14 条第 1 号中、「喫煙」の文字を削除してございます。第 15 条

では「き損」を公用文作成要領に従い、「損傷」に字句を改めてございます。頁を

めくりまして２頁。別表第１では、現状に合わせた附属設備の名称変更及び削除、

また新規に附属設備を追加してございます。飛びまして、８頁をお開きください。

別表第２につきましては、全体が分かりやすいように、欄を改め見直してございま

す。続きまして 10 頁をお開きください。10 頁から 22 頁までは様式の変更となり
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ます。宜野湾市公文書規程や宜野湾市教育委員会公印規程に基づき、字句の改めを

行い、元号が変更になっても手続き使用できるよう「平成」を削除し、行政手続き

及び内部手続きにおける押印など見直方針に基づき、申請書などの押印欄を削除し

てございます。12 頁につきましては、許可書裏面にある会館使用の「注意事項」

を削除しております。最後に水色の議案書に戻っていただきまして、101 頁、附則

でございます。この規則の施行期日は令和４年４月１日となり、経過措置を設けて

ございます。以上が議案第 15 号「宜野湾市民会館の設置及び管理に関する条例施

行規則の一部を改正する規則について」のご説明になります。ご審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○知念春美 教育長 本件に対する質疑を許します。質疑のある方は挙手をお願い

します。普天間委員、お願いします。 

○普天間みゆき 委員 黄色の冊子の 12 頁の現行では会館使用については注意事

項がありますよ、というのはすべてなしにしていますが、この注意事項というのは

ほかの別資料で説明するのでしょうか。 

○知念春美 教育長 生涯学習課長お願いします。 

○真鳥かおり 生涯学習課長 ご質問にお答えします。現行につきましては、許

可書の裏面に注意事項が記載されてございますけれども、規則改正があるたびに変

更する手間を考え、貸し出しする時にお互いの申し合わせ事項として、内容をチェ

ックしてもらって貸し出ししておりますので、別用紙にて注意事項ということでお

渡しして行きたいと考えております。 

○知念春美 教育長 別に設けるということですね。他にございますでしょう

か。よろしいでしょうか。それでは質疑も尽きたようですので、質疑を終わりたい

と思いますが、ご異議ありませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 ご異議ありませんので、質疑はこれにて終了いたします。

これより「宜野湾市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する

規則について」を採決いたします。本件は原案の通り承認することにご異議ありま

せんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 ご異議ありませんので、本件は原案の通り承認されまし

た。これにて日程３議案第 15 号を終了いたします。 
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○知念春美 教育長 続きまして、日程４「議案第 16 号 令和４年度教職員（管

理職）の人事異動の内申について」を議題といたします。本件は人事案件であり、

宜野湾市教育委員会会議規則第５条に基づき、審議を非公開とさせていただきたい

と思いますが、ご異議ありませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 異議なしということですので、日程４議案第 16 号は非公開

といたします。 

○知念春美 教育長 それでは本件に対する事務局の説明を求めます。指導部長。 

 

〈 非公開 〉 

 

○知念春美 教育長 他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。では質

疑も尽きたようですので、質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 ご異議ありませんので、質疑はこれにて終了いたします。

これより「令和４年度教職員（管理職）の人事異動の内申について」を採決いたし

ます。本件は原案の通り承認することにご異議ありませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 ご異議ありませんので、本件は原案の通り承認されまし

た。これにて日程４議案第 16 号を終了いたします。続きまして、各部からの連絡

事項に移りたいと思います。 

 

連絡事項 

1、 教育部 

・令和４年度（令和３年度事業）点検評価について 

・普天間小学校校舎増改築工事の進捗状況報告 

２、指導部 

  特になし 

 

○知念春美 教育長 本日の会議はこれにて閉会いたします。大変ご苦労様でご

ざいました。 


